
館山市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１

１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」と

いう。）の実施に関し，法及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以

下「省令」という。）に定めるもののほか，介護予防・日常生活支援総合事業の適切か

つ有効な実施を図るための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９６号。以下「指針」

という。）に基づき，必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は，この要綱において定めるもののほか，法，省令，

指針及び地域支援事業の実施について（平成１８年６月９日付け老発第０６０９００１

号厚生労働省老健局長通知）の例による。 

（事業の内容） 

第３条 市長は，総合事業として，次に掲げる事業又はサービスを行う。 

(1) 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業） 

ア 訪問介護型サービス（第１号訪問事業）  

省令第１４０条の６３の６第１号に該当するものとして本市が定める基準に基づ

き提供されるサービスで，旧介護予防訪問介護に相当するもの 

イ 通所介護型サービス（第１号通所事業） 

省令第１４０条の６３の６第１号に該当するものとして本市が定める基準に基づ

き提供されるサービスで，旧介護予防通所介護に相当するもの 

ウ 介護予防ケアマネジメント 

法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業 

(2) 一般介護予防事業 

ア 介護予防把握事業 

イ 介護予防普及啓発事業 

ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ 一般介護予防事業評価事業 

オ 地域リハビリテーション活動支援事業 

（第１号事業の実施方法） 

第４条 次に掲げる事業は，法第１１５条の４５の３に基づき市長が指定する者（以下「指

定事業者」という。）により実施する。 

(1) 訪問介護型サービス 

(2) 通所介護型サービス 

２ 介護予防ケアマネジメントの事業は，法第１１５条の４７第４項に基づき適切に事業

を実施できると認められる者に委託して実施することができる。 

３ 第１項の指定事業者の指定に関する基準及び指定等に関し必要な事項は，別に定める。 

 



（第１号事業の利用対象者） 

第５条 第３条第１項の介護予防・生活支援サービス事業に係る利用対象者は，次のいず

れかに該当する者とする。 

(1) 省令第１４０条の６２の４第１号に規定する居宅要支援被保険者 

(2) 省令第１４０条の６２の４第２号に規定する第一号被保険者（以下「事業対象者」

という。） 

（事業対象者判定） 

第６条 事業対象者の判定は，省令第１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働

大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第１９７号）に基づき定める基本チェッ

クリスト（別記第１号様式。以下「館山市基本チェックリスト」という。）を用いて行

う。 

（介護予防ケアマネジメントに係る届出） 

第７条 第５条に規定する利用対象者（以下「居宅要支援被保険者等」という。）が介護

予防ケアマネジメントを受けようとするとき又は介護予防ケアマネジメントを行う地域

包括支援センターを変更するときは，介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジ

メント依頼（変更）届出書（別記第２号様式。以下「作成依頼届出書」という。）に介

護保険被保険者証を添えて，市長に提出しなければならない。 

２ 前項の作成依頼届出書の提出は，居宅要支援被保険者等に代わり，当該居宅要支援被

保険者等から介護予防ケアマネジメントに係る依頼を受けた地域包括支援センターが行

うことができる。 

（第１号事業に要する費用の額） 

第８条 省令第１４０条の６３の２第１項第１号の規定に基づき，第１号事業に要する費

用の額は，別に定める。 

（第１号事業支給費に係る支給限度額） 

第９条 指定事業者に係る第１号事業の支給費（以下「第１号事業支給費」という。）の

支給限度額は，法第５５条及び法第５９条の２の規定を準用する。 

２ 市長は，居宅要支援被保険者等に保険料の滞納があるときは，法第６６条，第６７条，

第６８条及び第６９条の例により，第１号事業支給費を制限することができる。 

（第１号事業支給費に係る審査及び支払） 

第１０条 市長は，第１号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務について，法第１

１５条の４５の３第６項の規定により千葉県国民健康保険団体連合会に委託して行う。 

（高額介護予防サービス費等相当事業） 

第１１条 市長は，高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス

費相当事業（以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。）を実施するものと

する。 

２ 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については，

法第６１条及び法第６１条の２に定める規定を準用する。 

（指導及び監査） 

第１２条 市長は，指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定事業者で



あった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下「指定事業者等」と

いう。）に対し，次の各号に掲げる指導及び監査を行うことができる。 

(1) 法第１１５条の４５の７の規定に基づく監査 

(2) 指定事業者等に対して，法第２３条の規定を準用して行う指導及び調査 

２ 市長は，指定事業者等以外の総合事業を実施する者に対し，次に掲げる指導及び監査

を行うことができる。 

(1) 委託業務等の運営について随時報告をさせ，又は実地に調査すること 

(2) 指定事業者等以外の総合事業を実施する者が次に掲げる項目に該当すると認めた場

合に，その委託契約等を解除すること 

ア 当該契約等又は当該契約に基づく館山市の指示に違反したとき 

イ 虚偽の実績報告により委託料の請求をし，又は委託料の支払を受けたとき 

ウ 館山市に対し，虚偽の報告をし又は正当な理由なく報告若しくは実地調査を拒否

したとき 

(3)総合事業の委託において法第１１５条の４７第４項に規定する受諾者が適合すべき

基準に照らして以下の指導を行うことができる。 

ア 事故発生時の対応 

イ 従事者又は従事者であった者の秘密保持 

ウ 従事者の清潔保持と健康の管理 

エ 第１号事業の廃止・休止の届出と便宜の提供 

（不正利得の返還等） 

第１３条 市長は，偽りその他不正な行為により，居宅要支援被保険者等が第１号事業支

給費の支給を受けたとき又は指定事業者が第１号事業支給費の支払を受けたときは，当

該支給費の額の全部又は一部の返還を求めることができる。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか，総合事業の実施に関し必要な事項は，市長が定め

る。 

附 則 

この要綱は，平成２９年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は，平成３０年８月１日から施行する。（第９条関係) 

 


